
資料3_【意見照会】法人税連携・申告是認の処理フロー（案）について

機能要件2.3.「法人税連携・申告是認」について、現在処理フロー案を検討しています。
別添の処理フロー案や別シートにある参考資料をご確認の上で、以下ご意見ください。

# 意見照会内容  A市  C市  E市  F市  G市  H市  I市  J市  K市 対応方針 WT議事
1 機能の考え方 別添処理フロー案の基本的な考え方は、以下の二つです。

１．通知との不一致個所の抽出
２．確認（処理）済情報の状態管理

別添の処理フロー案で業務効率化に寄与するか、機能向上のポイントな
どお考えをご教示ください。
（※申告是認や更正決定の処理までを自動化することは想定せず、現在
紙ベースの作業を”特に注意すべき申告”を特定できることにより業務効
率化・正確性の向上に寄与するとの考え方です）

左記の内容で問題ないと
考えます。

県税通知の照合・確認業
務において、課税内容が
適正な課税情報を抽出で
きるだけでも業務効率化
に寄与すると考える。

法人基本情報の照合の
際、別途処理フロー案の
説明では法人番号での
照合と書かれているが、
法人番号以外にも納税者
ID・法人名称カナ等でも
照合する機能が欲しい。

現状は、毎回通知（紙）と
法人基本情報（システム
画面）を目検でチェック
し、不一致個所を確認し、
更正処理が必要か不必
要かの選別をしていま
す。毎回、更正処理が不
必要な通知の件数が、更
正処理が必要な通知の
件数を上回っているた
め、通知と法人基本情報
の不一致個所の抽出が
正確に行われることで業
務効率化に寄与すると考
えます。

①法人基本情報との照
合、②課税情報との照合
後、更生・決定処理にお
いて、③国税の申告基礎
（修正申告、更正決定）、
国税処理日（法人税更正
年月日、法人税の修正申
告書の提出日）などの収
納側へ連携項目（延滞
金、還付加算金の計算）
をシステムに入力を効率
的にできるように、②課税
情報との照合のチェックリ
ストに情報を出力するな
どの工夫が必要と考えま
す。

意見なし 概ね問題無いと考える。
是認の自動化について
は、団体ごとの法人数
や、都道府県の通知の内
容によって、実装要否や
可否が変わってくるものと
想定している。

1件づつ手作業にて確認
する必要がなくなるため
業務効率化になる

業務効率化に寄与すると
考えます。
すべてエラーなしで通過
するデータがどのくらいの
割合になるか、やってみ
なければわかりません
が、確認すべき分母が減
ることは間違いないと思
います。
また、エラーリストや不一
致リストがどのくらい出て
くるのかも不明ですが、
チェックの基準が明確に
なっているので、分業化
が可能になると思いま
す。

業務効率化に寄与する。
現在は紙ベースの通知を
個別に確認しているた
め。来年１月に基幹系シ
ステムを更新する際には
データ処理が可能となり
る予定。不一致点を自動
的に判定し、処理フラグ
がたつ。

自動一括チェックができる
ことは、業務量の削減に
つながるため、効率化に
つながる。

処理フローの考え方について、同意いただきました。

2 申告チェックの観点 別添の処理フローは、以下のチェック観点を基に「照合シート②」の項目を
チェックする想定です。貴団体における確認項目や確認観点をご教示くだ
さい。
また、内部的に「申告が適正」と認める基準・考え方があれば、合わせて
ご教示ください。（例．税額計算に関係する全ての項目が合致、控除明細
までは確認しない）

【主なチェック観点】
○法人基本情報の登録有無（未登録法人）
○法人基本情報の整合性（法人名カナ、法人区分など）
○課税有無チェック（事業年度ごとの最新課税内容で確認。事業年度違
いのチェックを含む）
○課税整合性（資本金などの均等割税率に関するもの、法人税額）
○確認すべき申告の抽出（仮装経理・租税条約）
○申告基礎チェック（法人税の修正申告・更正決定がある場合に法人住
民税システムの登録内容との突合）
○重加算税の有無（収納連携の確認用）

税額計算に関係する全て
の項目が合致していれば
「適正」と認めています。

基本的に、税額計算に関
係する全ての項目が合致
すること。
なお、税率に影響のない
軽微な「資本金」「合算
額」「資本金等」の不一致
は更正不要としている。
また、分割基準の人数
で、都通知がゼロ人で本
市への申告に実数がある
場合は、確認を行った上
で更正不要としている。

・法人基本情報の法人番
号、納税者ID等により登
録の有無を判断していく。
・課税有無チェックについ
て、最新課税内容のみを
対象にするとタイムラグに
よる処理済み情報を見落
とす可能性があるため、
同事業年度の課税情報
はすべて検索対象とす
る。

税額計算に関する項目の一致が原則であるという意見をいただきました。
K市より、
・法人番号、納税者ID等の登録有無で判断
・最新課税だけでなく同事業年度の課税情報を全て検索対象とすること
をご提案いただいています。

→通知データに関して、最新課税を確認すれば問題ないと考えますが、支障
があればご教示ください。（突合データが複雑になったり、処理が煩雑になる
ことも懸念されます。仮に最新課税分のデータが未受領の場合は、未処理状
態としていただければ良いものと考えます。）

※詳細は別紙

3 申告是認の基準 処理フロー案には、個別に通知書とシステム上の情報を見比べて処理す
る方法と、一覧上で複数を一括処理できる方法を想定しています。また、
事業年度単位で最新の課税状況が処理済かどうかを検索できることを想
定します。
この想定について、実務上有益か、改善点があるかをご教示ください。

左記の内容で問題ないと
考えます。

実務上有益と考える。 個別は見易さがあります
が、量が多くなります。
一覧は量は減りますが、
列ずれ等の見難さがあり
ます。
それぞれに一長一短あり
ますが、どちらも実務上
有益であると思います。

突合キーについては、法
人番号だけでなく、納税
者IDも活用すべき。
法人番号と納税者IDが矛
盾する場合、法人番号を
優先すべき。

有益である 複数処理と個別処理がど
ちらも必要に応じて選択
できる仕様であることが
望ましい。一覧で不一致
のものをピックアップして
個別に確認するのがやり
やすい。個別に見たとき
に、小さなエラー（相違
点）は複数あっても総合
的に判断して更正する必
要はない、とできるものも
あるため、実務上有益で
あると考える。改善点は
特にないと思われる。

一覧上で複数を一括処理
できる方法は、チェック作
業の業務負担が減らせる
ため、有益である。
最新の課税状況のみで
の判断はタイムラグによ
り見落とす可能性あり。
同事業年度の課税履歴
からの検索が必要と考え
る。

4 県税通知の実態 貴団体が属する都道府県にて、通知データがどのように来ているかをご
教示ください。
①　eLTAXによる通知が来ていますか。
②　都道府県からeLTａxによる通知がこないものはありますか（非分割法
人は来ていない、確定申告後課税標準等に変動がないものは通知されな
い　等）
③　都道府県からの通知に分割基準は含まれていますか。含まれている
場合、どのような形で通知されていますか。（全従業者数と県内人数の
み、全従業者数のみ、全従業者数と市ごとの従業者数　等）
④　③で含まれていない場合又は貴市分の分割基準が確認できない場
合、分割基準はどのように確認されていますか。

①　来ています。

②　町村レベルでは紙
ベースで県税事務所から
収受しています。市にな
ると電子の可能性もあり
ます。

③紙ベース。フルでもらっ
ているので分割基準はな
し

④なし

①elTaxによる通知があ
る。
②特になし
③全従業者数のみ
④従業者総数のみ確認

①来ています。
②確定申告後国税等決
定等があるものはすべて
eLTAXで通知がきます
が、法人の自主申告等で
国税決定等がなく課税標
準に変動があるものや、
県が独自で決定等したも
のについては、紙で通知
が来ます。内容はeLTAX
の通知とほぼ同様です。
③含まれています。（全従
業者数と県内人数のみ）
④通知では、市人数の分
割の変更の有無は把握
できないため、総数に変
更がなければ、変更がな
いものとして処理します。
疑問がある場合は、県も
しくは本店所在地の市等
に確認をします。

①　eLTAXによる通知で
ある。
②　eLTａxによる通知が
こないものはあるが、特
に種類が決まっていな
い。
③　分割基準は含まれて
いない。
④　法人への確認（修正
申告や更正請求が提出
済が多いため実際に確認
することは少ない）

①原則全件eLTAXでの通
知を行っている。
②非分割法人で確定申
告後課税標準等に変動
が無いものについては、
通知を送付していない。
③全国の従業者総数と、
県内の各市町村の従業
者数を通知している。

①来ている
②分割法人について、県
内に複数ある場合、主た
る事務所のみに通知さ
れるためこない。
③全従業者数と県内人数
のみ
④本店所在地へ確認

①来ている。
②市への申告数＞通知
数であることから考える
と、こないものがあると思
われるが、そもそもどうい
うものが通知としてくるの
か、どういうものが来てい
ないのか、全くわからな
い。
③含まれている。
全従業者数と都内の区市
町村ごとの人数と思われ
る。が、情報が不完全な
ものも散見される。
④疑義がある場合は、通
知の発行元に電話で確
認している。

①当初は来ていたが、
データ連携ができないた
め逆に業務が増え、紙
ベースでの通知に戻して
もらった。
②不明
③全従業員数と県内人数
④該当法人に直接確認

①通知あり
②分割・非分割により通
知の有無に違いなし。本
店所在地の他府県税か
ら分割先の兵庫県税に通
知されたもの場合は、そ
の写しが紙媒体で当市に
通知される。税務署や県
税ではにおいて、確定申
告の「訂正」として処理さ
れたものは当市への通知
はされない。
③他府県税から兵庫県
税への通知（結果当市へ
紙媒体通知）に分割基準
の記載あり。全従業者数
と県内人数のみ（県内に
ある該当市の記載はある
が、分割人数の内訳は不
明）
④本店のある他市町村に
照会する、もしくは本店の
ある他市町村から送られ
る通知で確認する。

概ねeLTAXによる通知が来ていますが、通知が来ない条件は各団体でバラ
つきがありました。これを踏まえると、全件処理というよりも「通知されたものを
確実に処理できる仕組み」が望ましいのだろうと考えます。

＜構成員回答集計＞
①　eLTAXによる通知
あり・・・A,C,E,F,G,H,I,K市
なし・・・J市（データ連携ができないことによる）

②　通知がこないもの
・原則通知あり（C市）
・国税決定等があるものはeLTAXだが、自主修正や県の更正のみの場合は
紙（E市）
・来ないものの種類不明（F市）
・非分割で確定後課税標準等に変動が無いもの（G市）
・分割法人で県内の主たる事務所以外のとき（H市）
・県が支店法人である場合は紙媒体（K市）
→通知の有無は都道府県によりバラバラの状況

③　都道府県からの通知に分割基準は含まれているか
・全従業者のみ（C市
・全従業者数と県内人数のみ（E市、H市、J市、K市
・含まれていない（F市
・全従業者数と県内の各市町村の従業者数（G市、I市

④　③で含まれていない場合又は貴市分の分割基準が確認できない場
合、分割基準はどのように確認されているか
・全従業者数のみ確認（C市、E市
※その他、疑義が生じた場合は通知元又は法人へ照会する。



5 分割基準の考え方① APPLIC税TFより、以下の意見を頂いています。これについて、貴団体が
所属する都道府県ではどのように分割基準の総数を取扱っていますか。
また、「分割基準の総数」が「県下のみの従業者数の総数」として通知さ
れている場合、分割基準はどのように確認されていますか。
この他に解釈が不明確だったり、通知上の金額をそのまま使用できない
事例があれば教えてください。

【APPLIC税TF意見】
従業者数に相当する項目はチェック対象から外すべき。
・「分割基準の総数」（「全従業者数」に相当する項目）
　データを作成する側（都道府県）の解釈が定まっていないと推察されま
す。全国の事業所の従業者数の総数と解釈されている場合と、県下のみ
の事業所の従業者数の総数と解釈されている場合があります。

埼玉県では全体として報
告されているものと解釈し
ている。

県税通知に記載されてい
る分割基準の総数は「全
従業者数」として取り扱わ
れている。

分割基準の総数は全国
の事業所の従業者数の
総数です。
（分割基準の総数が県下
の事業所の従業者数で
は、税額を正しく計算する
ことが出来ないと認識し
ています。）

県下の総数が通知されて
いる。
4-④に同じ

全従業者数と県内人数が
きさいされているが、各市
ごとの記載はないため本
店所在地へ確認する。

東京都の通知に限ってい
えば、全国の総数となっ
ていると思われるので、
チェック対象から外すべき
とは考えない。
県によって異なるのであ
れば、パラメータ設定など
でチェックをする、しない
を利用団体が選択できる
ようにシステム開発すれ
ばよいのでは、と思いま
す。

全国の従業員の総数お
よび県下のみの従業員
数の総数が通知されてい
る。不明な点があった場
合は法人に直接照会して
確認している。

分割基準の総数は、全国
の事業所の従業者数の
総数として取り扱ってい
る。

I市のご意見のように、チェックする／しないをパラメータ設定できることが最良
と考えます。
また、従業者数は総数のチェックを基本としつつ、当該従業者数のチェックは
技術的に可能かは引き続き検討を要すると考えます。（市町村コードなどでは
なく、文字列突合となるため）

6 分割基準の考え方② 市町村から見た場合に分割法人（本市本店・他市本店）、都道府県から見
た場合に単独法人というケースが多くあると思います。このとき、都道府県
税通知としては分割基準がないと思われますが、この場合の分割基準は
どのように確認されていますか、申告が適正と認める内部的な基準があ
ればご教示ください。

申告のとおりとしている。 県税通知による確認は
行っていない。

県が非分割で市が分割
法人の場合、分割基準数
は空欄で通知されます。
法人からの修正申告、も
しくは他市からの分割基
準変更通知以外がない
場合は、分割基準は変更
ないものとして処理しま
す。

基準を持っていない。 全従業者数と県内人数が
きさいされているが、各市
ごとの記載はないため本
店所在地へ確認する。

東京都の通知に限ってい
えば、都内にしか本店と
支店がなくても市区町村
の分割人数が表示されて
いる通知もある。分割人
数に疑義がある場合は、
電話で確認している。情
報がない場合は、市に届
いた申告の情報が正しい
ものとみなしている。

課税標準額が不一致だっ
た場合、および従業員総
数が不一致だった場合の
み法人に確認している。

都道府県税からの通知
に、分割基準の記載がな
ければ変動なしとして取り
扱っている。他市町村か
らの通知や、本市宛てに
修正・更正があることで、
分割基準の修正を確認
する。

東京都を除いて、市町村ごとの従業者数の確認を必ず実施することは難しい
と考えます。また、市町村別にパラメータを設定して従業者数のチェックを行っ
たとしても、県税通知に複数のパターンがある場合はエラー増加の要因とも
なります。
したがって、基本的には分割基準総数のチェックを行う、本市本店を中心に行
う、などの整理が必要と考えます。

7 その他考慮事項 その他、この機能を検討する上で考慮すべき事項があれば理由を合わせ
てご教示ください。
※実現方法はAPPLIC税TFと調整が必要ですが、現時点ではなるべく多く
の情報を頂きたいと考えます。

以下の処理フロー説明欄
の記載について、「資本
金、資本金・準備金合
算、資本金等」が変わる
場合は、法人税割の適用
税率も変わる可能性があ
るため、法人税割の適用
税率の注意喚起の記載
も必要と考えます。

＜該当事業年度の申告
額チェック＞
・資本金、資本金・準備金
合算、資本金等
→ 号数が変わる場合は
注意喚起する

従業者数については、確
認項目の必須条件と考え
ます。
確認項目からはずれてし
まうと、全通知の従業者
数を目検でチェックしなけ
ればならず、業務効率化
とはならないと考えます。

処理フロー右下の「◇重
加算税対象所得がある
場合」については、「重加
算税対象所得、重加算
税、重加算金対象所得、
付加価値額、資本金等の
額、収入金額のいずれか
がある場合」とした方が良
いのではないでしょうか。
（都道府県によって、通知
データにおける重加算
税・重加算金に係る項目
の有無が異なると想定さ
れるため。）
県内法人と他県法人と
で、延滞金の取扱いの差
異が生じる懸念もある。

受け取ったデータに不一
致があって調査した結
果、通知のデータに入力
ミスなどの誤りがあったこ
とが判明した場合、その
データを修正できる機能
とその経緯を記録できる
機能があればよいと思い
ます。



 3／5

資料3_市町村民税法人税割に係る課税標準額等の通知　CSVファイルレイアウト （地方団体のみ使用）

必須 型 文字属性 文字数 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 1.必要 2.不要 3.不明 4.その他 用途 内容
1 課税標準額通知に対応する手続ＩＤ 市町村民税法人税割に係る課税標準額等の通知に対応

する手続ＩＤ ○ 英数 8 CC1016 F0504010とする。 1.必要 課税情報のxxと照合し、異なる場
合は更正処理の要否を確認する。 1.必要 課税情報のxxと照合し、異なる場

合は更正処理の要否を確認する。 2.不要 1.必要 課税情報のxxと照合し、異なる場
合は更正処理の要否を確認する。 1.必要 課税情報のxxと照合し、異なる場

合は更正処理の要否を確認する。 1.必要 課税情報のxxと照合し、異なる場
合は更正処理の要否を確認する。 1.必要 課税情報のxxと照合し、異なる場

合は更正処理の要否を確認する。 1.必要 課税情報のxxと照合し、異なる場
合は更正処理の要否を確認する。 1.必要 課税情報のxxと照合し、異なる場

合は更正処理の要否を確認する。 8 1 0 0

2 回送先団体コード 回送先の地方公共団体コード

○ 数字 5

５桁とする。
地方公共団体マスタ上において有効で
ある団体コードとする。

2.不要 2.不要

突合処理に不必要

1.必要 1.必要

一致すること。

3.不明

実務には影響しない項目だが、シス
テムでは必須項目であれば、「必要」
とみる。

2 2 1 0

3 回送元団体コード 回送元の地方公共団体コード

○ 数字 5

５桁とする。

2.不要 2.不要

突合処理に不必要

1.必要 1.必要

存在するコードであること。

3.不明

実務には影響しない項目だが、シス
テムでは必須項目であれば、「必要」
とみる。

2 2 1 0

4 税務事務所コード 回送元の税務事務所コード

数字 3

３桁とする。
回送元団体の税事務所コード 2.不要 2.不要

突合処理に不必要

3.不明 1.必要

存在するコードであること。

3.不明 3.不明

実務には影響しない項目だが、シス
テムでは必須項目であれば、「必要」
とみる。

1 2 3 0

5 所属コード 回送元の所属コード

数字 6 2.不要 2.不要

突合処理に不必要

1.必要 3.不明 3.不明 3.不明

実務には影響しない項目だが、シス
テムでは必須項目であれば、「必要」
とみる。

1 2 3 0

6 法人番号１ 法人番号

○ 数字 13

法人番号が不明な場合、
ALL9(9999999999999)を設定する
１３桁とする。

法人基本情報の登録有無を確認

1.必要

左記のとおり。

1.必要 1.必要

法人基本情報の登録有無を確認

1.必要 1.必要

一致すること。

1.必要 1.必要 7 0 0 0 突合

突合用のキーとして必須

7 法人番号２ 変更前の法人番号など
具体的にどの時点の法人番号を設定するかは、回送元都道
府県の事務処理に任される。 数字 13

１３桁とする。

1.必要 3.不明

法人番号が変更となるケースが不明
なため

1.必要 1.必要

原則一致することが必要だが、一致
しない場合は注意喚起レベルとし、
人が確認することとしたい。 1.必要 1.必要 5 0 1 0

要否不明

8 納税者ID 納税者ID
半角 11

基幹系システムとの紐づけに活用
1.必要

左記のとおり。
1.必要 1.必要

基幹系システムとの紐づけに活用
1.必要 1.必要

原則一致が必要だが、法人番号が
一致していれば注意喚起でよい。 3.不明 1.必要 6 0 1 0 突合

突合用のキーとして必須　【追加】

9 事業年度（自） 事業年度（自）

○ 数字 8

例）20181231
８桁の暦日(西暦）とする。

当該事業年度の申告有無や事業年度が適正かを確
認するのに活用 1.必要

左記のとおり。

1.必要

課税情報の照合に使用

1.必要

当該事業年度の申告有無や事業
年度が適正かを確認するのに活用 1.必要 1.必要

一致すること、

1.必要 1.必要 7 0 0 0 突合

対象の申告課税の特定に活用

10 事業年度（至） 事業年度（至）

○ 数字 8

例）20181231
８桁の暦日(西暦）とする。

当該事業年度の申告有無や事業年度が適正かを確
認するのに活用 1.必要

左記のとおり。

1.必要

課税情報の照合に使用

1.必要

当該事業年度の申告有無や事業
年度が適正かを確認するのに活用 1.必要 1.必要

一致すること。

1.必要 1.必要 7 0 0 0 突合

対象の申告課税の特定に活用

11 通知年月日 通知年月日

○ 数字 8

例）20181231
８桁の暦日(西暦）とする。 2.不要 1.必要

更正処理時に通知年月日を登録
し、通知日と市の校正処理日の時
差等の確認に活用

1.必要 1.必要

存在する日付であること。

1.必要 1.必要 5 1 0 0

12 文書記号番号 回送元地方公共団体で管理する文書記号番号

混在 20

例）通知第10025号
任意の値を設定し、全半角混在可とす
る。

通知の重複が無いかを確認するのに活用

1.必要

左記のとおり。

2.不要 1.必要

通知の重複が無いかを確認するのに
活用

1.必要 2.不要

・通知元団体によって仕様が異なる
・eLTAXにて通知データごとに採番
している通知番号と、法人番号・事
業年度などを用いて、通知の重複を
確認する方が正確と思われる。

1.必要

重複がないこと。

1.必要 1.必要 6 2 0 0

G市より、通知元団体によって仕様が異なる点指摘あり。
通知書の重複を確認する目的のため、最適な情報があれ
ばそちらを活用。

13 長名 回送元の都道府県税事務所長
例）○○税事務所長
未入力の場合、税事務所コードからマスタに設定されている長
名を表示する。そのため、税事務所コードまたは長名のどちら
かが設定されていること

全角 40 2.不要 2.不要

突合処理に不必要

2.不要 1.必要 1.必要 1.必要 3 3 0 0

14 連絡先組織名 回送元地方公共団体の問い合わせ先係名など
全角 40 4.その他

参考とするため、参照できることが望
ましいと考えます。 2.不要 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要

通知元団体への照会を行う際に活
用 1.必要 3.不明 1.必要 4 2 1 1

15 連絡先電話番号 連絡先組織名の電話番号
半角 20

半角数字、半角ハイフン、半角丸括弧
を設定可とする。 4.その他

参考とするため、参照できることが望
ましいと考えます。 2.不要 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要

同上
1.必要 3.不明 1.必要 4 2 1 1

16 課税番号 回送元地方公共団体で管理する管理番号など
問い合わせ対応のため 半角 11 4.その他

参考とするため、参照できることが望
ましいと考えます。 1.必要 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 1.必要 1.必要 5 1 0 1

県税番号は標準仕様書案でも管理対象となっていないた
め、チェック項目としては不要と整理。

17 組織名付法人名 組織名のついた法人名
１．漢字法人名不明の場合はカナ法人名でよい。
２．組織名称は略称ではなく正式名称とする。
３．組織名称と法人名との間には全角スペースを入れる。
４．外国法人等で組織名称が分離できていない場合は、ス
ペースなしでかまわない。
５．法人同定のためのキーとなる「番号」の入力間違いに備
える補完的な意味合いなので、その前提での精度でよい。
６．外字についてのルールは特に定めない。上記５の程度の
前提のため、文字化け等した場合は、個別問い合わせ対応
とする

○ 全角 80 1.必要

宛名管理システムの法人名と確認
するため、必要と考えます。

1.必要 1.必要

カナ法人名ではなくて組織名付法
人名で、法人基本情報との一致を
確認している。

1.必要 1.必要 1.必要 1.必要 7 0 0 0 突合

法人名称は、法人番号や納税者IDが一致した法人の名
称変更などの気づきに活用。外字対応はできない。

18 カナ法人名 組織名抜きのカナ法人名
１．漢字法人名が外字となって、うまく表示されない場合に
備える意味合いがある。
２．カナの読み違い、入力間違いがある危険はあるが、漢字
法人名を補完する意味合いとして精度でよい

全角 80

法人基本情報との商号不一致が無いかを確認

1.必要

左記のとおり。

1.必要 2.不要

突合処理に不必要

1.必要 3.不明

・表記ゆれ等に対処することが、技
術的に可能なのか、疑問が残る。
・カナよりは、No.17組織名付法人
名の方が、確度が高いのではないか
と思われる。

1.必要 3.不明 1.必要 5 1 2 0

カナは登録の揺れがあるため、ご意見を踏まえて法人名称
を用いることで整理。

19 主たる事務所等の所在地 主たる事務所等の所在地
１．法人同定のためのキーとなる「番号」の入力間違いに備
える補完的な意味合いである。
２．京都の一部地名など、住所がコード化されていない情報
も有用なため、目視確認用として漢字でのやりとりとする。

全角 80 1.必要

宛名管理システムの事業所の所在
地と確認するのため、必要と考えま
す。

1.必要 2.不要

突合処理に不必要

1.必要 3.不明

法人名を法人基本情報と照合する
ことが可能なのであれば、住所も照
合することが望ましい。
（誤った住所に通知を送付する等
の事態を回避したいため。）

1.必要

データの意味1.は、「法人特定」でよ
いか。

3.不明 1.必要 5 1 2 0 表示

データ取込・画面表示はできることが望ましいが、キーとして
一致の確認をするまでは求めない。

20 本都道府県における主たる事務所等の所在地 複数市町村に事務所がある場合の主たる事務所等の所在
地

全角 80

都道府県内の複数市町村に事務所等
がある場合、筆頭をどの市町村とするか
は回送元都道府県の事務処理に任せ
られる。

1.必要

宛名管理システムの事業所の所在
地と確認するのため、必要と考えま
す。 2.不要 2.不要

突合処理に不必要

1.必要 1.必要 3.不明 1.必要 4 2 1 0

登録内容が都道府県の裁量によるため、対象外とする。

21 連結区分 連結区分は以下を設定可能とする。
1：非連結
2：連結親法人
3：連結子法人
4：連結法人（親・子が不明の場合など）

数字 1 CC6600

法人基本情報との突合

1.必要

左記のとおり。

1.必要 1.必要

法人基本情報との突合

1.必要 1.必要 3.不明 1.必要 6 0 1 0 突合

22 事業年度区分 事業年度の区分
1：６号（普通）
６号様式で申告すべき年度、解散前、又は継続後
2：６号（解散後）
平成22年10月1日以後解散法人の解散後（継続前）の
年度、ただし残余財産確定で終了する年度を除く
3：６号（残余財産確定）
平成22年10月1日以後解散法人の残余財産確定で終了
する年度
4：その他
上記以外の場合（例）６号のみの語句となり、普通、解散
後等の区分けができない場合

数字 1 CC6610 1.必要 2.不要

突合処理に不必要

1.必要 1.必要 3.不明 1.必要 4 1 1 0

23 法人税申告期限延長月数 法人税の特例延長の月数
数字 2

法人基本情報との突合
1.必要

左記のとおり。
1.必要 1.必要

法人基本情報との突合
1.必要 1.必要 3.不明 1.必要 6 0 1 0 突合

当該事業年度の課税登録→法人基本情報への反映ま
でできるとなお良。

24 災害等延長の申告期限
数字 8

例）20181231
８桁の暦日(西暦）とする。 4.その他

参考とするため、参照できることが望
ましいと考えます。 1.必要 1.必要

法人基本情報との突合

1.必要 1.必要

市町村に延長申請が無く、法人税
にのみ申請しているケースなどに対応
する必要があるため。

1.必要 1.必要 1.必要 7 0 0 1 突合

当該事業年度の課税登録ができるとなお良。

25 法人区分 法人の区分
1：地方税法第296条第1項第1号に掲げる公共法人
2：それ以外の公共法人
3：収益事業を行う地方税法第296条第1項第2号に掲げ
る公益法人等
4：収益事業を行わない地方税法第296条第1項第2号に
掲げる公益法人等
5：収益事業を行うそれ以外の公益法人等
6：収益事業を行わないそれ以外の公益法人等
7：協同組合等
8：収益事業を行う人格のない社団等
9：収益事業を行わない人格のない社団等
10：普通法人

数字 2 CC6621

法人基本情報との突合

1.必要

左記のとおり。

1.必要 1.必要

法人基本情報との突合

1.必要 1.必要 3.不明 1.必要 6 0 1 0 突合

26 資本金の額又は出資金の額 事業年度末日の資本金の額又は出資金の額
数値 14

該当事業年度の申告との突合（号数に影響がないか
を確認） 1.必要

左記のとおり。
1.必要

課税照会時に使用
1.必要

該当事業年度の申告との突合（号
数に影響がないかを確認） 1.必要 1.必要

法人税割の税率判定にも使用して
いる団体があるため。 1.必要 3.不明 1.必要 7 0 1 0 突合

税率影響がないかを確認

27 資本金の額又は出資金の額（解散時点） 解散後に終了する事業年度については、解散日現在の資本
金の額又は出資金の額
解散していない法人の場合は未入力とする。

数値 14
該当事業年度の申告との突合（号数に影響がないか
を確認） 1.必要

左記のとおり。
1.必要

課税照会時に使用
1.必要

該当事業年度の申告との突合（号
数に影響がないかを確認） 1.必要 1.必要 3.不明 1.必要 6 0 1 0 突合

税率影響がないかを確認

28 資本金の額及び資本準備金の額の合計額
数値 14

該当事業年度の申告との突合（号数に影響がないか
を確認） 1.必要

左記のとおり。
1.必要

課税照会時に使用
1.必要

該当事業年度の申告との突合（号
数に影響がないかを確認） 1.必要 1.必要 3.不明 1.必要 6 0 1 0 突合

税率影響がないかを確認

29 資本金等の額
数値 14

該当事業年度の申告との突合（号数に影響がないか
を確認） 1.必要

左記のとおり。
1.必要

該当事業年度の申告との突合（号
数に影響がないかを確認） 1.必要 1.必要

法人税割の税率判定にも使用して
いる団体があるため。 1.必要 3.不明 1.必要 6 0 1 0 突合

税率影響がないかを確認

30 税務官署の処理区分 法人税申告区分及び処理区分のコード
1：是認
2：修正等是認(加算税なし)
3：修正等是認(加算税決定)
4：更正・再更正
5：職権更正
6：更正請求
7：決定
8：無所得決定
9：調査省略
10：調査延期

数字 2 CC6630

申告基礎との合致を確認

1.必要

左記のとおり。

1.必要

課税照合に必須

1.必要

収納側へ連携用情報（還付加算
金・延滞金）
修正申告、更生決定の区分を確認
（No.30、No.33の組合わせでな
いとわからないのか？単独でわかれば
No.30、No.33のどちらかでよい）

1.必要 1.必要 1.必要 1.必要 7 0 0 0 突合

E市ご指摘のように、No.30と33のいずれかで内容が分か
れば問題ない。

31 税務官署の通知年月日 上記処理の年月日
数字 8

例）20181231
８桁の暦日(西暦）とする。

申告基礎との比較
1.必要

左記のとおり。
1.必要 1.必要

収納側へ連携用情報（還付加算
金） 1.必要 1.必要 1.必要 1.必要 7 0 0 0 突合

32 減額更正の理由 税務官署の処理区分の補足として、減額更正の理由等を設
定する

全角 40 4.その他

参考とするため、参照できることが望
ましいと考えます。

1.必要 3.不明

通知は常に空欄（活用したことはな
い）

1.必要 3.不明

減額後の増額の際の延滞金控除に
使用すべき項目と推測されるが、現
状は国税から道府県に対して、法
人税の更正請求有無は通知されて
いないと思われる。

1.必要 1.必要 1.必要 5 0 2 1

法人税の更正請求の有無について、通知から取り込むこと
はできない（国→県へ通知なし）ため、対象外とする。

※構成員において、法人税の減額理由が更正請求か否
かを確認する手段、及びその内容のシステム管理の有無を
確認（収納連携に必要）。

33 税務官署の申告区分 法人税申告区分のコード

数字 3 CC6635 4.その他

参考とするため、参照できることが望
ましいと考えます。

1.必要 1.必要

収納側へ連携用情報（還付加算
金・延滞金）
修正申告、更生決定の区分を確認
（No.30、No.33の組合わせでな
いとわからないのか？単独でわかれば
No.30、No.33のどちらかでよい）

1.必要 1.必要

申告基礎との比較

1.必要 3.不明 1.必要 6 0 1 1 突合

No.30に記載のとおり。

34 法人税申告年月日 上記申告の年月日
数字 8

例）20181231
８桁の暦日(西暦）とする。

申告基礎との比較
1.必要

左記のとおり。
1.必要 1.必要

収納側へ連携用情報（延滞金）
1.必要 1.必要 1.必要 1.必要 7 0 0 0 突合

35 申告処理区分 法人二税本店県の最終事績
1：確定
　確定申告是認
2：修正
　修正申告是認
3：決定
　決定
4：更正
　更正又は再更正

数字 1 CC6640

いずれにおいても、同時に加算金決定
を行ったか否かについては問わない。
（加算金については別項目での通知
対応とするため）

1.必要 2.不要

現在更正処理に使用していない

1.必要 1.必要 1.必要 1.必要 5 1 0 0

用途が分からないため、利用している構成員に用途を確
認。

WT議事J市 回答集計I市 K市 事務局見解H市G市E市 F市A市 C市No. CSV項目名称 データの意味
入力文字

コードID 処理フロー案での考え方備考



 4／5

資料3_市町村民税法人税割に係る課税標準額等の通知　CSVファイルレイアウト （地方団体のみ使用）

必須 型 文字属性 文字数 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 1.必要 2.不要 3.不明 4.その他 用途 内容
WT議事J市 回答集計I市 K市 事務局見解H市G市E市 F市A市 C市No. CSV項目名称 データの意味

入力文字
コードID 処理フロー案での考え方備考

36 申告処理年月日 法人二税本店県の最終事績に係る日付 数字 8 例）20181231
８桁の暦日(西暦）とする。

2.不要 2.不要 現在更正処理に使用していない 1.必要 1.必要 1.必要 1.必要 4 2 0 0

37 税務署コード 「署番号」５桁
※銀行収納用の「税務署番号」ではない。 数字 5 2.不要 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2.不要

おおかたの法人が、本店所在地から
管轄税務署も把握できるので、税務
署名が分かれば充分であるため。

2 3 0 0

38 使途秘匿金税額等 土地譲渡利益法人税額＋リース特別控除取戻税額＋使
途秘匿法人税額 数値 14

課税状況との突合
1.必要

左記のとおり。
1.必要

課税照合に使用
1.必要

課税状況との突合
1.必要 1.必要 1.必要 1.必要 7 0 0 0 突合

39 法人税割額の課税標準額（法人税額） 控除対象個別帰属調整額、控除対象個別帰属税額、控
除対象還付法人税額、控除対象個別帰属還付法人税額
を控除した後、分割基準による分割直前の課税標準の総額
としての法人税額とする。
また、試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額の
加算、還付法人税額等の控除額の減算後の数値である必
要がある。
なお、外国法人については、「外国法人の法人税割額に関
する計算書上の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源
泉所得に対する法人税額の計算（イ）における課税標準と
なる法人税額」を記載する。（参考として、具体的な帳票の
転記部分は、第6号様式別表一の二中の④左側欄とな
る。）

数値 14

課税状況との突合

1.必要

左記のとおり。

1.必要 1.必要

課税状況との突合

1.必要 1.必要 1.必要 1.必要 7 0 0 0 突合

40 法人税割の課税標準額（法人税額（非PE
分））

「外国法人の法人税割額に関する計算書上の法人税法第
141条第1号ロに掲げる国内源
泉所得に対する法人税額の計算（ロ）における課税標準と
なる法人税額」を記載する。
参考として、具体的な帳票の転記部分は、第6号様式別表
一の二中の④右側欄となる。

数値 14 1.必要 3.不明

通知は常に空欄（活用したことはな
い）

1.必要 1.必要

課税状況との突合

1.必要 1.必要 1.必要 6 0 1 0 突合

41 差引所得に対する法人税額 差引所得に対する法人税額

数値 14 4.その他

参考とするため、参照できることが望
ましいと考えます。

1.必要 3.不明

通知は常に空欄（活用したことはな
い）

1.必要 1.必要

中間申告義務の確認。ただし適格
合併の場合など、この欄の金額が６
月10万円以下であっても、義務なし
とは限らない。

1.必要 1.必要 1.必要 6 0 1 1 ※
要検討

システム上は保持しない項目。予定申告の義務の確認の
ために管理する必要があるか、などは要検討。

42 重加算金対象所得

数値 14

通知は常に空欄（活用したことはな
い）

4 0 3 0 ※
要検討

G市より、通知元団体の考え方により入力項目に差が出
る可能性をご指摘頂いたため、「No.42～47のいずれかに
数値が入っている場合」など、正確性よりも取りこぼしを無く
すような処理を検討。

43 重加算金対象付加価値額

数値 14

通知は常に空欄（活用したことはな
い）

0 0 0 0 ※
要検討

G市より、通知元団体の考え方により入力項目に差が出
る可能性をご指摘頂いたため、「No.42～47のいずれかに
数値が入っている場合」など、正確性よりも取りこぼしを無く
すような処理を検討。

44 重加算金対象資本金等の額

数値 14

通知は常に空欄（活用したことはな
い）

0 0 0 0 ※
要検討

G市より、通知元団体の考え方により入力項目に差が出
る可能性をご指摘頂いたため、「No.42～47のいずれかに
数値が入っている場合」など、正確性よりも取りこぼしを無く
すような処理を検討。

45 重加算金対象収入金額

数値 14

通知は常に空欄（活用したことはな
い）

0 0 0 0 ※
要検討

G市より、通知元団体の考え方により入力項目に差が出
る可能性をご指摘頂いたため、「No.42～47のいずれかに
数値が入っている場合」など、正確性よりも取りこぼしを無く
すような処理を検討。

46 重加算税額

数値 14 3.不明

本市での重加算税の管理なし

3.不明

通知は常に空欄（活用したことはな
い）

1.必要 1.必要

延滞金の除算期間の参考とする。

1.必要 3.不明 1.必要 4 0 3 0 ※
要検討

G市より、通知元団体の考え方により入力項目に差が出
る可能性をご指摘頂いたため、「No.42～47のいずれかに
数値が入っている場合」など、正確性よりも取りこぼしを無く
すような処理を検討。

47 重加算税対象所得金額 法人税における重加算税対象所得金額

数値 14

延滞金の除算期間に影響するため対象所得があるか
を確認

4.その他

現行システムでの運用では、当該対
象所得があることによる延滞金の除
算期間の適用有無の制御は行って
いません。

3.不明

本市での重加算税の管理なし

1.必要

延滞金の除算期間に影響するため
対象所得があるかを確認

1.必要 1.必要 3.不明 1.必要 4 0 2 1 ※
要検討

G市より、通知元団体の考え方により入力項目に差が出
る可能性をご指摘頂いたため、「No.42～47のいずれかに
数値が入っている場合」など、正確性よりも取りこぼしを無く
すような処理を検討。

48 法人税割額から控除すべき外国税額の総額・市
町村分

数値 14

課税状況との突合（ただし、実装してもしなくても良い
機能としている）

1.必要

突合すべき項目であるかを判断する
ために、第二十号様式の「外国の法
人税等の額の控除額（⑨ ）」に相
当する金額が設定される項目である
かを、データ作成側の都道府県に確
認する必要があると考えます。

1.必要

外税控除額の照合に使用

1.必要

課税状況との突合

1.必要 1.必要

チェック機能はオプションではなく、必
須と考える。

1.必要 1.必要 7 0 0 0 ※
要検討

必須との意見多数。ただし、機能要件上は、外国税額控
除の明細入力は「実装してもしなくても良い」としており、入
力せずとも申告調定は可脳としていることから、エラー増加
の要因となる点も考慮が必要。

49 （個別）控除対象所得税額等相当額の控除額
の総額・市町村分

数値 14

課税状況との突合（ただし、実装してもしなくても良い
機能としている）

1.必要

同上。

1.必要

外税控除額の照合に使用

1.必要

課税状況との突合

1.必要 1.必要 1.必要 1.必要 7 0 0 0 ※
要検討

必須との意見多数。ただし、機能要件上は、外国税額控
除の明細入力は「実装してもしなくても良い」としており、入
力せずとも申告調定は可脳としていることから、エラー増加
の要因となる点も考慮が必要。

50 補正後の従業者の総数・市町村分

数字 14

課税状況との突合（ただし、実装してもしなくても良い
機能としている）

1.必要

突合すべき項目であるかを判断する
ために、第二十号の四様式（外国
の法人税等の額の控除に関する明
細書）の『「各市町村ごとに控除す
る外国税額の明細」の「従業者数
又は補正後の従業者数」の該当市
町村の人数』に相当する値が設定さ
れる項目であるかを、データ作成側の
都道府県に確認する必要があると
考えます。

1.必要

外税控除額の照合に使用

1.必要

課税状況との突合

1.必要 1.必要 1.必要 1.必要 7 0 0 0 ※
要検討

必須との意見多数。ただし、機能要件上は、外国税額控
除の明細入力は「実装してもしなくても良い」としており、入
力せずとも申告調定は可脳としていることから、エラー増加
の要因となる点も考慮が必要。

51 仮装経理・対象法人税額等

数値 14

該当がある場合は要チェックとする

1.必要

突合すべき項目であるかを判断する
ために、第二十号様式の「仮装経
理に基づく法人税割額の控除額
（⑩）」に相当する金額が設定され
る項目であるかを、データ作成側の
都道府県に確認する必要があると
考えます。

1.必要 1.必要

該当がある場合は要チェックとする

1.必要 1.必要 1.必要 1.必要 7 0 0 0 突合

52 租税条約・対象法人税額

数値 14

該当がある場合は要チェックとする

1.必要

突合すべき項目であるかを判断する
ために、第二十号様式の「租税条
約の実施に係る法人税割額の控除
額（⑬）」に相当する金額が設定
される項目であるかを、データ作成側
の都道府県に確認する必要があると
考えます。

1.必要 1.必要

該当がある場合は要チェックとする

1.必要 1.必要 1.必要 1.必要 7 0 0 0 突合

53 特定寄附金の合計額

数値 14 1.必要

参考とするため、参照できることが望
ましいと考えます。

また、突合に使用できる項目の可能
性があるため、第二十号の五様式
（特定寄附金を支出した場合の税
額控除の計算に関する明細書）の
『「１．特定寄附金に関する明細」
の②の額』に相当する金額が設定さ
れる項目であるかを、データ作成側の
都道府県に確認する必要があると
考えます。

1.必要 1.必要

課税状況との突合

1.必要 1.必要 1.必要 1.必要 7 0 0 0 ※
要検討

明細は入力必須項目と想定しておらず、突合処理に使
用するとエラー増加の原因となる。
通知書の取込項目として（申告登録・チェックには使用せ
ず）通知書やリストの表示に活用するのみなど、仕様は要
検討。

54 分割基準の総数

数字 14

課税状況との突合

1.必要

左記のとおり。

1.必要 1.必要

課税状況との突合

1.必要 1.必要 1.必要 1.必要 7 0 0 0 突合

総数については、都道府県税で分割法人の場合は電算
上は保持している項目であり、本来ブレるべき内容ではな
いと想定。

55 関係市町村の事務所等所在地１ 都道府県下の複数市町村に通知を行う場合に、他の市町
村の分割基準を２から３８に設定する。

全角 40

他市町村の分割基準の通知について
は、回送元都道府県の事務処理に任
せられる。 1.必要

いずれの所在地の事務所等の従業
者数であるかを判断するために必要
と考えます。 1.必要 2.不要 1.必要 1.必要 1.必要 1.必要

No.54から130については、現在記
載されていない。可能であれば、総
数と自団体の従業者数だけでも記
載が欲しい。

6 1 0 0 ※
要検討

56 関係市町村の事務所等所在地１の分割基準

数字 14

課税状況との突合（自団体の分割基準のみをチェック
する）

1.必要

左記のとおり。

1.必要 1.必要

課税状況との突合

1.必要

分割基準については、関係市町村
の事務所等所在地がすべて記載さ
れていること（第22号の2様式の内
容が過不足なく網羅されているこ
と）が望ましい。

1.必要 1.必要 1.必要 7 0 0 0 ※
要検討

57 関係市町村の事務所等所在地２

全角 40 2.不要

突合処理に不必要

1.必要

自団体の数だけではなく、都内や近
隣市の数がわかれば、不一致があっ
た場合の理由のあたりがつけられる場
合がある。

1.必要 1.必要 3 1 0 0

58 関係市町村の事務所等所在地２の分割基準 数字 14 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 1.必要 3 1 0 0
59 関係市町村の事務所等所在地３ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 1.必要 3 1 0 0
60 関係市町村の事務所等所在地３の分割基準 数字 14 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 1.必要 3 1 0 0
61 関係市町村の事務所等所在地４ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 1.必要 3 1 0 0
62 関係市町村の事務所等所在地４の分割基準 数字 14 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 1.必要 3 1 0 0
63 関係市町村の事務所等所在地５ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 1.必要 3 1 0 0
64 関係市町村の事務所等所在地５の分割基準 数字 14 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 以下、No.130まで、1.必要 1.必要 1.必要 3 1 0 0
65 関係市町村の事務所等所在地６ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
66 関係市町村の事務所等所在地６の分割基準 数字 14 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
67 関係市町村の事務所等所在地７ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
68 関係市町村の事務所等所在地７の分割基準 数字 14 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
69 関係市町村の事務所等所在地８ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
70 関係市町村の事務所等所在地８の分割基準 数字 14 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
71 関係市町村の事務所等所在地９ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
72 関係市町村の事務所等所在地９の分割基準 数字 14 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
73 関係市町村の事務所等所在地１０ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
74 関係市町村の事務所等所在地１０の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

75 関係市町村の事務所等所在地１１ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
76 関係市町村の事務所等所在地１１の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

77 関係市町村の事務所等所在地１２ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
78 関係市町村の事務所等所在地１２の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

79 関係市町村の事務所等所在地１３ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
80 関係市町村の事務所等所在地１３の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

81 関係市町村の事務所等所在地１４ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
82 関係市町村の事務所等所在地１４の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

83 関係市町村の事務所等所在地１５ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
84 関係市町村の事務所等所在地１５の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

85 関係市町村の事務所等所在地１６ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0

1.必要1.必要 3.不明1.必要

延滞金の除算期間の参考とする。

3.不明 1.必要

本市での重加算税の管理なし

3.不明

重加算金対象の課税標準額 重加算金対象の課税標準額を算定・
認定したが、本店県が少額又は分割
基準変動のため減額、又は内規等によ
り、加算金を徴収しない場合も、通知
する。
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資料3_市町村民税法人税割に係る課税標準額等の通知　CSVファイルレイアウト （地方団体のみ使用）

必須 型 文字属性 文字数 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 選択肢 左記理由やチェック観点 1.必要 2.不要 3.不明 4.その他 用途 内容
WT議事J市 回答集計I市 K市 事務局見解H市G市E市 F市A市 C市No. CSV項目名称 データの意味

入力文字
コードID 処理フロー案での考え方備考

86 関係市町村の事務所等所在地１６の分割基準 数字 14 2.不要
突合処理に不必要

1.必要 1.必要 2 1 0 0

87 関係市町村の事務所等所在地１７ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
88 関係市町村の事務所等所在地１７の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

89 関係市町村の事務所等所在地１８ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
90 関係市町村の事務所等所在地１８の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

91 関係市町村の事務所等所在地１９ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
92 関係市町村の事務所等所在地１９の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

93 関係市町村の事務所等所在地２０ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
94 関係市町村の事務所等所在地２０の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

95 関係市町村の事務所等所在地２１ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
96 関係市町村の事務所等所在地２１の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

97 関係市町村の事務所等所在地２２ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
98 関係市町村の事務所等所在地２２の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

99 関係市町村の事務所等所在地２３ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
100 関係市町村の事務所等所在地２３の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

101 関係市町村の事務所等所在地２４ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
102 関係市町村の事務所等所在地２４の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

103 関係市町村の事務所等所在地２５ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
104 関係市町村の事務所等所在地２５の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

105 関係市町村の事務所等所在地２６ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
106 関係市町村の事務所等所在地２６の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

107 関係市町村の事務所等所在地２７ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
108 関係市町村の事務所等所在地２７の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

109 関係市町村の事務所等所在地２８ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
110 関係市町村の事務所等所在地２８の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

111 関係市町村の事務所等所在地２９ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
112 関係市町村の事務所等所在地２９の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

113 関係市町村の事務所等所在地３０ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
114 関係市町村の事務所等所在地３０の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

115 関係市町村の事務所等所在地３１ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
116 関係市町村の事務所等所在地３１の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

117 関係市町村の事務所等所在地３２ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
118 関係市町村の事務所等所在地３２の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

119 関係市町村の事務所等所在地３３ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
120 関係市町村の事務所等所在地３３の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

121 関係市町村の事務所等所在地３４ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
122 関係市町村の事務所等所在地３４の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

123 関係市町村の事務所等所在地３５ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
124 関係市町村の事務所等所在地３５の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

125 関係市町村の事務所等所在地３６ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
126 関係市町村の事務所等所在地３６の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

127 関係市町村の事務所等所在地３７ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
128 関係市町村の事務所等所在地３７の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

129 関係市町村の事務所等所在地３８ 全角 40 2.不要 突合処理に不必要 1.必要 1.必要 2 1 0 0
130 関係市町村の事務所等所在地３８の分割基準 数字 14 2.不要

突合処理に不必要
1.必要 1.必要 2 1 0 0

131 備考 備考 全角 300 4.その他 参考とするため、参照できることが望
ましいと考えます。

1.必要 3.不明 1.必要 1.必要 1.必要 1.必要 5 0 1 1

132 メモ 回送先団体への説明や補足などの参考情報
全角 300

回送先団体の様式画面及び帳票には
表示されない。審査クライアントのメモ画
面にて表示する。

4.その他
参考とするため、参照できることが望
ましいと考えます。 1.必要 2.不要 1.必要 1.必要

表示されないとの説明があるが、有
無がわかれば審査プライアントで確
認がしやすい。

1.必要 1.必要 5 1 0 1

型・文字属性の凡例

　混在：【全角】、【半角】の混在入力を可とする。

　※“,”（カンマ）はCSVファイル内で区切り文字として扱っているため使用不可

　数字：【半角】数字の入力を可とする。

　英数：【半角】英数の入力を可とする。
　数値：【半角】数字及び"-"（=符号）、"."（=小数点）の入力を可とする。

　全角：【全角】ｅＬＴＡＸで使用可能な全角文字の入力を可とする。
　半角：【半角】英数字、記号※の入力を可とする。　　
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